
堺市請負工事成績評定要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、堺市工事技術検査要領（平成 25年制定）第５条に規定す

る工事成績の評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ的

確な評定の実施を図ることを目的とする。 

 

（評定者） 

第２条 評定を行う者（以下「評定者」という。）は、検査担当、指定検査員、

当該工事の監督員及び監督員の直属の上司（以下「主任監督員」という。）と

する。この場合において、検査担当及び指定検査員にあっては技術検査実施

のつど、監督員及び主任監督員にあっては工事の完成の時に評定を行うもの

とする。 

 

（評定の方法） 

第３条   評定は、工事(工事に関連する設計、測量等の委託業務を含む。)ごとに、

工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて行うものとする。ただ

し、堺市請負工事検査規程（平成５年庁達１号）第４条第２項第１号に掲げ

る工事又は堺市契約規則(昭和５０年規則第２７号)第２４条第３項第２号に

該当する工事については、評定を省略するものとする。 

２ 評定の採点は、工事検査を所管する部長が定める考査項目別採点基準表及

び考査項目別配点基準表に基づき行うものとする。 

３ １の工事の評定者となる検査担当又は指定検査員が２人以上ある場合にお

いては、それらの者が協議のうえ評定を行うものとする。 

 

（評定の報告） 

第４条 当該工事の監督員及び主任監督員は、評定の結果を当該工事の担当課

長へ報告の上、検査担当又は指定検査員に送付するものとする。 

２ 検査担当又は指定検査員は、前項の規定により送付された評価の結果をと

りまとめ、遅滞なく工事検査課長に報告するものとする。 

 

（評定結果の通知等） 

第５条 工事検査課長は、評定者から評定の報告を受けたときは、速やかに当

該工事の請負業者に対してその結果を通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知に係る工事については、評定の結果を公表するもの

とする。 



 

（評定の修正等） 

第６条   担当課長及び工事検査課長は、工事の目的物の受領後、かし担保期間

中に当該目的物にかしが判明した場合は、当該工事に係る評定を修正するこ

とができる。 

２ 前項の規定により評定を修正した場合は、速やかに当該工事の請負業者に

対して成績評定の修正結果を通知するものとする。 

３ 前条第２項の規定は、第１項の規定による評定の修正について準用する。 

 

（説明の請求等） 

第７条  第５条又は前条２項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受け

た日から起算して１４日以内に書面により、評定内容について説明を求める

ことができる。 

２ 工事検査課長は、前項の規定により説明を求められたときは、担当課長及

び契約課長と協議のうえ書面により回答するものとする。 

 

（委任） 

第８条  この要領に定めるもののほか、評定の方法等について必要な事項は、

工事検査を所管する部長が定める。 

 

附則 

（施工期日） 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要領は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用する。 

附則 

この要領は、令和８年５月１日から施行する。 

 

 


